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経営の効率性、透明性を高めなが
ら、内部統制を徹底していきます。
また、CSR経営の実践にあたって、
「生命・安全、コンプライアンス」を
最優先にしていきます。
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東芝テックのガバナンス体制

リスク・コンプライアンスの推進体制
　東芝テックグループは、「東芝テックグループ行動基準」の浸透・徹底や、リスク・コンプライアンス施策を推進するため、各社社長をCRO※に
任命し、トップが率先して各種施策の立案・推進、緊急事態への対応などを行っています。
　CROを委員長とするリスク・コンプライアンス委員会により、東芝テックグループ全体の体制整備、リスク・コンプライアンス対応の高度化に係
る施策の立案・推進を行っています。

■コーポレート・ガバナンス体制図

　会社の機関面では、執行役員制度を導入し、「監督・意思決定にかかわる機能」と「業務執行にかかわる機能」の分離などを図るとともに、
取締役の員数の適正化を図り、意思決定の迅速性・機動性の向上に努めています。併せて、経営の透明性の確保を企図して、独立社外取締役
２名および独立社外監査役２名を登用するとともに、経営責任の明確化および経営環境の変化への迅速な対応を企図して、取締役の任期を1
年としています。
　経営監視面では、取締役による業務執行の監督、監査役による監査、会計監査人による会計監査を実施するとともに、経営監査部門による
内部監査を実施しています。また、業務の有効性および効率性、財務報告の信頼性、事業活動にかかわる法令などの遵守、資産の保全という
観点から、内部統制システムの充実に努めています。

※CRO(Chief Risk Compliance Management Office)：リスク・コンプライアンス統括責任者

※CPL:CL(契約に基づく品質保証責任）とPL（製造物責任）を合わせた略称

■リスク・コンプライアンス体制図
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当社 法務部門

弁 護 士
事 務 所

従 業 員 調達などのお取引先様
東芝テック・パートナー・ホットライン
https://www.toshibatec.co.jp/contacts/partnerline/

■内部通報制度
　東芝テックグループは、違法・不正・反倫理的行為や社内規程違反な
どの相談・報告窓口として、役員・従業員がCROや社外の弁護士に情
報提供できる内部通報制度を導入しています。
　通報者保護のための匿名性の確保や情報管理の徹底、通報者が通
報を行ったことにより、解雇を含むいかなる不利益も受けることがな
いよう最大限の配慮を行うなど通報者の保護に努めています。
　また、取引先がウェブサイトを通じ情報提供できる「東芝テック・パー
トナー・ホットライン」（お取引先様通報制度）を導入・運用しています。

匿名も
受付

関係部門

通報

報告

回答 通報 回答通報 回答

内容のみ
連絡

調査依頼
是正指示

「リスク・ホットライン」 「パートナー・ホットライン」

コーポレート・ガバナンス
ステークホルダーの期待に応え、継続的に企業価値を高めていくための重要な経営政策と認識し、
経営の効率性・透明性の向上、取締役会・監査役（会）の機能の強化を図るため、各種施策に取り組んでいます。

コンプライアンス
東芝テックグループは、法令、社内規程、社会規範などの遵守をグローバルに徹底するとともに、コンプライアンス
活動を進めています。
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　輸出管理とは、大量破壊兵器などが安全保障上懸念される国・地
域またはテロ組織に渡ることを防止するため、大量破壊兵器や通常
兵器の開発・製造などに転用されるおそれがある貨物・技術の輸出
を規制しようとするものです。
　東芝テックグループにおける輸出管理の基本方針は、「事業活動を
行う国や地域の輸出管理に関する法令（日本の場合は外為法）、お
よび米国原産貨物・技術の取り引きを行う場合は米国の輸出管理
に関する法令を遵守すること」「国際的な平和と安全の維持を阻害
するおそれのある取り引きに関与しないこと」です。
　この基本方針に基づき「輸出管理プログラム」を策定するととも
に輸出管理体制を構築し、輸出許可の要否を判断するための貨物・技
術の該非判定と厳格な取引審査、定期的な輸出管理監査、輸出管理
教育、グループ会社に対する指導・支援などを実施しています。

　東芝テックは、営業情報、技術情報など、業務遂行過程で取り扱う
すべての情報を重要な財産と認識し、不適正な開示、漏洩、不当利
用の防止および保護に努めることを基本方針としています。この方
針を、東芝テックグループ行動基準の「情報セキュリティ」の項に規
定し、全役員・従業員に周知しています。2017年度は、社内外の
サーバに対する不正アクセス・改ざん、重要な会社情報や顧客個人
情報を格納したパソコン・電子媒体の紛失・盗難など、重大な事故に
いたる可能性が高い情報セキュリティ事故は発生していません。
　また、情報セキュリティの管理体制、規程類を整備し、社会環境の
変化に対応して見直しを行っています。設計・開発・品証などの拠点
である静岡事業所（三島・大仁）においては、それぞれ2007年度、
2012年度に拠点全体でISO/IEC27001:2005を取得し、2014
年度にはISO/IEC27001:2013への移行審査に合格しています。
　技術対策では、年々高度化するサイバー攻撃などによる外部か
らの不正アクセスや情報の漏洩を予防するため、社外に公開する
サーバの保護対策を強化するとともに、社内にコンピュータウイル
スなどが侵入した場合でも迅速な対応ができるように、社内システ
ムの監視を強化しています。
　各部門では、社内ルールの遵守状況を自主監査するなど継続的
な改善活動を行っています。情報を取り扱う上での事故防止、情報
セキュリティ対策を周知するため、役員・従業員および協力会社の
派遣者を含めた教育も継続して実施しています。2017年度の情
報セキュリティ教育は100%の実施率です。
　東芝テックグループ各社においても、同様の施策を展開しており、
グループ一丸となって情報セキュリティの維持、向上に取り組んで
います。

　東芝テックグループでは「知的財産権に関する法令を遵守すること」
「会社の知的活動の成果を知的財産権によって保護し、積極的に活用す
ること」「第三者の知的財産権を尊重すること」を知的財産保護の基本
方針として、「東芝テックグループ行動基準」で定めています。
　また、リテールソリューション、プリンティングソリューションの各事業
領域において、事業に貢献するために知的財産の強化および積極的
な活用を図っています。その一環として、東芝テックグループ従業員の
発明創作意識の高揚を図るために組織を横断してアイデアを集める
イベント（Invention Challenge）を開催するなど、知的財産の強化に
取り組んでいます。

投資家情報
https://www.toshibatec.co.jp/company/ir/

■株主総会

■株主構成（自己株式除く）

■CSR職場ミーティング

■IR資料のホームページ掲載

■ビジネスレポートの発行

経営方針説明会

　第2四半期決算発表後および決算発表後
にそれぞれビジネスレポートを作成し、株主
の皆様へ送付しています。ビジネスレポート
には事業概況のほか、新商品・サービスなど
のトピックス、業績予想をはじめとした情報
を、図表や写真を活用してわかりやすく作成
することで、株主の皆様に当社の最新情報
をご理解いただけるよう努めています。

　投資家情報サイトには、決算情報、適時開示資料、有価証券報告
書・四半期報告書、ビジネスレポート、株式情報などの情報を掲載して
います。投資家の皆様に、網羅的に時系列での当社情報を入手いた
だけるよう努めています。

■機関投資家向けIR
　年に2回（第2四半期決算、決算）、決算発表後に決算説明会を開
催し、機関投資家やアナリストの皆様にCFOから決算概要を説明して
います。また、CEO、CFO、および各事業部門の担当役員が出席し経
営方針説明会も実施しています。

個人・その他

8.2%

金融機関

11.7%

外国法人など

25.9%

証券会社

1.2%

その他法人

53.0%

●事業の概況
●通期の見通し

売 上 高 2,432億円（前年同期比   0.1%減） 5,050億円（前年比 1.5%増）
営 業 利 益 104億円（前年同期比  61.3%増） 200億円（前年比 36.5%増）
親会社株主に帰属する
四 半 期 純 利 益 52億円（前年同期比  19.5%増） 90億円（前年比 16.0%増）

[2017年度上期の連結業績] 2017年度通期の予想

ごあいさつ

連結業績ハイライト

各事業の概況

▶売上高 ▶営業利益 ▶親会社株主に帰属する四半期純利益（△損失） ▶自己資本／総資産

リテールソリューション事業、プリンティングソリューション事業の大幅な増益により
当第2四半期（上期）は営業利益、経常利益、親会社株主に帰属する四半期純利益すべて増益

P O I N T

上 期 業 績 概 要  
● 海外市場向け複合機は、米州、欧州、中国及びアジア新興国向け販売が増
加したことなどにより、売上は増加いたしました。

● 海外市場向けオートIDシステムは、米州及び欧州向け販売が増加したこと
などにより、売上は増加いたしました。

● インクジェットは、国内顧客及び海外顧客向け販売が減少したことから、売
上は減少いたしました。

● この結果、売上高は前年同期比6%増となりました。また、営業利益は、販売
費及び一般管理費減少の影響などにより42億円（前年同期比100%増）と
なりました。

リテール
ソリューション
事業

プリンティング
ソリューション
事業

▶売上高 ▶営業利益

2017年度
（上期）

2016年度
（上期）

1,571 1,506

2017年度
（上期）

2016年度
（上期）

44

62

（単位：億円） （単位：億円）

▶売上高 ▶営業利益

2017年度
（上期）

2016年度
（上期）

924 983

2017年度
（上期）

2016年度
（上期）

21

42

（単位：億円） （単位：億円）

61%
上期

事業別売上高構成比

39%
上期

事業別売上高構成比

国内及び海外市場向けPOSシステム、国内市場向け複合機、
国内市場向けオートIDシステム並びにその関連商品の開発・
製造・販売・保守サービス

事業の
内　容

海外市場向け複合機、海外市場向けオートIDシステム及びその
関連商品並びに国内及び海外市場向けインクジェットの開発・
製造・販売・保守サービス

事業の
内　容

※オートＩＤシステムとは、ハード・ソフトを含む機器により、自動的にバーコード、ＩＣタグなどのデータを取り込み、内容を識別・管理するシステムをいいます。

第93期中間 ビジネスレポート
2017年4月1日～2017年9月30日

代表取締役社長

当第2四半期連結累計期間の世界経済は、米国及び欧州では
景気は緩やかに回復し、アジアでは景気は総じて底堅く推移いた
しました。また、日本経済は、個人消費及び設備投資が緩やかに回
復したことなどから、景気は概ね回復基調で推移いたしました。
このような状況下で、当社グループは「グローバル ワンストップ 
ソリューション企業」を目指し、「原価低減加速、生産性向上によ
る安定収益体制の構築」、「コアビジネスによる市場先行」及び
「ソリューション・サービス事業拡大」に鋭意努めてまいりました。
売上高につきましては、㈱TOSEIの事業譲渡による減少影響な

どがありましたが、国内市場向けPOSシステム及び海外市場向け
複合機が堅調に推移したことなどから、前年同期並みの2,432億
18百万円（前年同期比1億94百万円減）となりました。また損益
につきましては、国内市場向けPOSシステムの機種構成の改善に

国内リテールソリューション事業を中心として、売上構成改善に
より粗利が増加したこと、及び為替レートが想定レートより円安と
なったことなどにより、上期業績が改善したことを踏まえ、2017年
5月12日に公表した通期見通しの売上高、営業利益、経常利益、
親会社株主に帰属する当期純利益を上方修正しました。
通期の業績が当初予想を上回ることを受け、2017年5月12日

に公表した配当予想を見直し、期末配当予想も1株当たり3円（前
回予想比1円増、前期比1円増）に修正することにいたしました。
これにより、2018年3月期の年間配当金は、1株当たり6円（前
回予想比2円増、前期比4円増）とさせていただく見込みです。
なお、この業績予想に当たっては、2017年10月以降の為替

レートに関して、対米ドル平均110円、対ユーロ平均130円を前
提としております。
 2017年12月

株主の皆様には、ますますご清
祥のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご支援、ご高配を賜
り、有難く厚く御礼申し上げます。
ここに、2017年度（第93期）上
期における当社グループの事業
概況等をご報告申し上げます。

よる粗利増加や、販売費及び一般管理費減少の影響などにより、
営業利益は103億92百万円（前年同期比61%増）、経常利益は
95億35百万円（前年同期比26%増）、親会社株主に帰属する四
半期純利益は51億50百万円（前年同期比19%増）となりました。
なお、当事業年度の中間配当につきましては、上記のとおり当
第2四半期連結累計期間の業績が堅調に推移し、当初の想定を
上回ったことから、前回発表予想から1円増額し、1株当たり3円
とさせていただきます。

上 期 業 績 概 要  
● 国内市場向けPOSシステムは、量販店、専門店及び飲食店向けPOSシステ
ムを中心に販売が好調であったことから、売上は増加いたしました。海外市
場向けPOSシステムは、欧州で前連結会計年度に大口物件が集中した反
動により売上が減少したものの、米州で売上が概ね堅調に推移したことや
為替の影響などにより、売上は前年同期並みで推移いたしました。

● 国内市場向け複合機は、販売台数が減少したことなどにより、売上は減少
いたしました。国内市場向けオートIDシステムは、ラベルプリンタ全体の販
売台数は前年同期並みで推移したものの、比較的安価な製品の売上構成
比が高かったため、売上は減少いたしました。

● 国内市場向けPOSシステムは堅調に推移しましたが、㈱TOSEIの事業譲渡
の影響などにより売上高は前年同期比4%減となりました。また、営業利益
は、国内市場向けPOSシステムの機種構成の改善などにより62億円（前年
同期比43%増）となりました。

商 号
TOSHIBA TEC CORPORATION
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本 店 所 在 地 東京都品川区大崎１-11-１
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執行役員（取締役兼務者を除く）

B‒（2）‒70020

●投資家情報（IR）
株価、株式情報、財務・
業績、IR資料等の情報を
ご紹介しています。

●社会・環境活動（CSR）
環境、社会貢献活動など
のCSR活動をご紹介して
います。また、CSR報告書
等も掲載しています。

当社WEBサイトにて株主様、投資家の皆様向けの
情報がご覧いただけます。

http://www.toshibatec.co.jp/

事 業 年 度 ４月１日から翌年３月31日まで
基 準 日 定時株主総会関係／３月31日　　期末配当関係／３月31日　　中間配当関係／９月30日
単 元 株 式 数 1,000株
株主名簿管理人 東京都千代田区丸の内一丁目４番１号　三井住友信託銀行㈱
郵 便 物 送 付 先 〒168-0063　東京都杉並区和泉二丁目８番４号　三井住友信託銀行㈱　証券代行部
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取次事務は三井住友信託銀行㈱の本店及び全国各支店で行っております。

株式事務に
ついての
ご案内

注記 （1） 記載金額は、原則として億円単位は表示単位未満を四捨五入、百万円単位は表示単位未満を切り捨てて表示しております。
 （2） 事業別売上高は、事業間の売上消去前にて表示しております。
 （3） 業績予想及び配当予想については、2017年11月8日に公表した内容を記載しております。これは、当社が公表日現在入手していた情報及び合理的であると判断した一定の前提に

基づいており、当社としてその実現を約束する趣旨のものではありません。実際の業績等はさまざまな要因により大きく異なる可能性があります。
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株主構成

安全保障輸出管理

情報セキュリティ

知的財産
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G
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ガバナンス

　東芝テックは、株主総会が株主様との直接のコミュニケーション
の場として重要であると認識しています。
　原則として、株主総会は集中日以外の日に開催し、株主総会招集通
知を開催日の3週間以上前に発送するとともに、発送前日までに当社
ホームページおよび東京証券取引所ホームページなどに招集通知を
掲載し公表しています。さらに、議決権のインターネット投票および
東証プラットフォームを採用するなど、株主様が適切かつ円滑に議決
権を行使できる環境の整備に努めています。また、株主総会招集通知
（添付書類を除く）の簡易英訳版を東京証券取引所ホームページおよ
び東証プラットフォームに掲載し、海外機関投資家が適切かつ円滑に
議決権を行使できるよう配慮しています。

■コンプライアンス教育

コンプライアンス風土の醸成

　全役員・従業員を対象としたeラーニングをはじめ、特定従業員向
けに「事業部門向け法務教育」「インサイダー取引防止教育」「海外
赴任者向け教育」などの集合教育を実施しています。

■「東芝テックグループ行動基準」の周知徹底
　東芝テックグループでは「東芝テックグループ行動基準」を13
言語で作成するとともに、国内外のグループ全従業員を対象に、
eラーニング教育の実施や冊子の配布を行い、周知・徹底を行っ
ています。

 従業員一人ひとりの高い倫理観と遵法意識の醸成を図るため、さ
まざまなテーマのコンプライアンス教育やCSR職場ミーティングな
どを実施しています。

・お客様満足向上｠・ハラスメント｠・環境｠・行動基準｠
・情報セキュリティと個人情報保護｠・電安法｠
・会計コンプライアンス｠・輸出管理｠・インサイダー取引防止｠ 
・メンタルヘルス｠・下請法｠・技術倫理と著作権　など

●事業部門向け法務教育

●インサイダー取引防止教育

当社事業活動における法務的リスクの認識およびその低減方
法、日頃の業務における諸問題を中心に、毎年実施しています。
2017年度は、全国各事業所12拠点で計39回開催しました。
○ 対象者： 各事業部門の従業員　
○ 時   間： 90分間（質疑応答含む）

全役員/従業員対象 eラーニング

インサイダー取引規制の理解を深めるため、事例を中心に
外部講師を招いて実施しました。
○ 対象者： インサイダー情報を継続的に知得する業務に従事
 する従業員　
○ 時　間： 75分間（質疑応答含む）

　職場での話し合いを通じて風通しの良い職場づくりをめざすととも
に、従業員一人ひとりのコンプライアンス意識の醸成を図り、企業風土
として定着させていくために、各職場で「CSR職場ミーティング」を実施
しています。
　このミーティングでは、職場で起こり得るさまざまな問題について管
理職と管下の従業員が話し合い、ともに考え、お互いの思いを共有して
いくことを通じて、何でも気軽に相談できる職場環境をつくり、コンプ
ライアンス違反を予防することを狙いとしています。
　2017年度は「職場におけるコミュニケーション」をテーマに、職場に
おけるコミュニケーション不足による行き違い、誤解から生じる問題を
想定し、職場内のコミュニケーションを活性化するにはどのような雰囲
気づくりが必要かということについて、各職場で意見交換を行いました。

Topics

特定従業員対象 集合教育 株主・投資家とのかかわり
株主・投資家の皆様の利益に資するよう、情報開示体制の充実を図り、積極的な情報開示を行っていきます。



　輸出管理とは、大量破壊兵器などが安全保障上懸念される国・地
域またはテロ組織に渡ることを防止するため、大量破壊兵器や通常
兵器の開発・製造などに転用されるおそれがある貨物・技術の輸出
を規制しようとするものです。
　東芝テックグループにおける輸出管理の基本方針は、「事業活動を
行う国や地域の輸出管理に関する法令（日本の場合は外為法）、お
よび米国原産貨物・技術の取り引きを行う場合は米国の輸出管理
に関する法令を遵守すること」「国際的な平和と安全の維持を阻害
するおそれのある取り引きに関与しないこと」です。
　この基本方針に基づき「輸出管理プログラム」を策定するととも
に輸出管理体制を構築し、輸出許可の要否を判断するための貨物・技
術の該非判定と厳格な取引審査、定期的な輸出管理監査、輸出管理
教育、グループ会社に対する指導・支援などを実施しています。

　東芝テックは、営業情報、技術情報など、業務遂行過程で取り扱う
すべての情報を重要な財産と認識し、不適正な開示、漏洩、不当利
用の防止および保護に努めることを基本方針としています。この方
針を、東芝テックグループ行動基準の「情報セキュリティ」の項に規
定し、全役員・従業員に周知しています。2017年度は、社内外の
サーバに対する不正アクセス・改ざん、重要な会社情報や顧客個人
情報を格納したパソコン・電子媒体の紛失・盗難など、重大な事故に
いたる可能性が高い情報セキュリティ事故は発生していません。
　また、情報セキュリティの管理体制、規程類を整備し、社会環境の
変化に対応して見直しを行っています。設計・開発・品証などの拠点
である静岡事業所（三島・大仁）においては、それぞれ2007年度、
2012年度に拠点全体でISO/IEC27001:2005を取得し、2014
年度にはISO/IEC27001:2013への移行審査に合格しています。
　技術対策では、年々高度化するサイバー攻撃などによる外部か
らの不正アクセスや情報の漏洩を予防するため、社外に公開する
サーバの保護対策を強化するとともに、社内にコンピュータウイル
スなどが侵入した場合でも迅速な対応ができるように、社内システ
ムの監視を強化しています。
　各部門では、社内ルールの遵守状況を自主監査するなど継続的
な改善活動を行っています。情報を取り扱う上での事故防止、情報
セキュリティ対策を周知するため、役員・従業員および協力会社の
派遣者を含めた教育も継続して実施しています。2017年度の情
報セキュリティ教育は100%の実施率です。
　東芝テックグループ各社においても、同様の施策を展開しており、
グループ一丸となって情報セキュリティの維持、向上に取り組んで
います。

　東芝テックグループでは「知的財産権に関する法令を遵守すること」
「会社の知的活動の成果を知的財産権によって保護し、積極的に活用す
ること」「第三者の知的財産権を尊重すること」を知的財産保護の基本
方針として、「東芝テックグループ行動基準」で定めています。
　また、リテールソリューション、プリンティングソリューションの各事業
領域において、事業に貢献するために知的財産の強化および積極的
な活用を図っています。その一環として、東芝テックグループ従業員の
発明創作意識の高揚を図るために組織を横断してアイデアを集める
イベント（Invention Challenge）を開催するなど、知的財産の強化に
取り組んでいます。

投資家情報
https://www.toshibatec.co.jp/company/ir/

■株主総会

■株主構成（自己株式除く）

■CSR職場ミーティング

■IR資料のホームページ掲載

■ビジネスレポートの発行

経営方針説明会

　第2四半期決算発表後および決算発表後
にそれぞれビジネスレポートを作成し、株主
の皆様へ送付しています。ビジネスレポート
には事業概況のほか、新商品・サービスなど
のトピックス、業績予想をはじめとした情報
を、図表や写真を活用してわかりやすく作成
することで、株主の皆様に当社の最新情報
をご理解いただけるよう努めています。

　投資家情報サイトには、決算情報、適時開示資料、有価証券報告
書・四半期報告書、ビジネスレポート、株式情報などの情報を掲載して
います。投資家の皆様に、網羅的に時系列での当社情報を入手いた
だけるよう努めています。

■機関投資家向けIR
　年に2回（第2四半期決算、決算）、決算発表後に決算説明会を開
催し、機関投資家やアナリストの皆様にCFOから決算概要を説明して
います。また、CEO、CFO、および各事業部門の担当役員が出席し経
営方針説明会も実施しています。

個人・その他

8.2%

金融機関

11.7%

外国法人など

25.9%

証券会社

1.2%

その他法人

53.0%

●事業の概況
●通期の見通し

売 上 高 2,432億円（前年同期比   0.1%減） 5,050億円（前年比 1.5%増）
営 業 利 益 104億円（前年同期比  61.3%増） 200億円（前年比 36.5%増）
親会社株主に帰属する
四 半 期 純 利 益 52億円（前年同期比  19.5%増） 90億円（前年比 16.0%増）

[2017年度上期の連結業績] 2017年度通期の予想

ごあいさつ

連結業績ハイライト

各事業の概況

▶売上高 ▶営業利益 ▶親会社株主に帰属する四半期純利益（△損失） ▶自己資本／総資産

リテールソリューション事業、プリンティングソリューション事業の大幅な増益により
当第2四半期（上期）は営業利益、経常利益、親会社株主に帰属する四半期純利益すべて増益

P O I N T

上 期 業 績 概 要  
● 海外市場向け複合機は、米州、欧州、中国及びアジア新興国向け販売が増
加したことなどにより、売上は増加いたしました。

● 海外市場向けオートIDシステムは、米州及び欧州向け販売が増加したこと
などにより、売上は増加いたしました。

● インクジェットは、国内顧客及び海外顧客向け販売が減少したことから、売
上は減少いたしました。

● この結果、売上高は前年同期比6%増となりました。また、営業利益は、販売
費及び一般管理費減少の影響などにより42億円（前年同期比100%増）と
なりました。
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61%
上期

事業別売上高構成比

39%
上期

事業別売上高構成比

国内及び海外市場向けPOSシステム、国内市場向け複合機、
国内市場向けオートIDシステム並びにその関連商品の開発・
製造・販売・保守サービス

事業の
内　容

海外市場向け複合機、海外市場向けオートIDシステム及びその
関連商品並びに国内及び海外市場向けインクジェットの開発・
製造・販売・保守サービス

事業の
内　容

※オートＩＤシステムとは、ハード・ソフトを含む機器により、自動的にバーコード、ＩＣタグなどのデータを取り込み、内容を識別・管理するシステムをいいます。

第93期中間 ビジネスレポート
2017年4月1日～2017年9月30日

代表取締役社長

当第2四半期連結累計期間の世界経済は、米国及び欧州では
景気は緩やかに回復し、アジアでは景気は総じて底堅く推移いた
しました。また、日本経済は、個人消費及び設備投資が緩やかに回
復したことなどから、景気は概ね回復基調で推移いたしました。
このような状況下で、当社グループは「グローバル ワンストップ 
ソリューション企業」を目指し、「原価低減加速、生産性向上によ
る安定収益体制の構築」、「コアビジネスによる市場先行」及び
「ソリューション・サービス事業拡大」に鋭意努めてまいりました。
売上高につきましては、㈱TOSEIの事業譲渡による減少影響な

どがありましたが、国内市場向けPOSシステム及び海外市場向け
複合機が堅調に推移したことなどから、前年同期並みの2,432億
18百万円（前年同期比1億94百万円減）となりました。また損益
につきましては、国内市場向けPOSシステムの機種構成の改善に

国内リテールソリューション事業を中心として、売上構成改善に
より粗利が増加したこと、及び為替レートが想定レートより円安と
なったことなどにより、上期業績が改善したことを踏まえ、2017年
5月12日に公表した通期見通しの売上高、営業利益、経常利益、
親会社株主に帰属する当期純利益を上方修正しました。
通期の業績が当初予想を上回ることを受け、2017年5月12日

に公表した配当予想を見直し、期末配当予想も1株当たり3円（前
回予想比1円増、前期比1円増）に修正することにいたしました。
これにより、2018年3月期の年間配当金は、1株当たり6円（前
回予想比2円増、前期比4円増）とさせていただく見込みです。
なお、この業績予想に当たっては、2017年10月以降の為替

レートに関して、対米ドル平均110円、対ユーロ平均130円を前
提としております。
 2017年12月

株主の皆様には、ますますご清
祥のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご支援、ご高配を賜
り、有難く厚く御礼申し上げます。
ここに、2017年度（第93期）上
期における当社グループの事業
概況等をご報告申し上げます。

よる粗利増加や、販売費及び一般管理費減少の影響などにより、
営業利益は103億92百万円（前年同期比61%増）、経常利益は
95億35百万円（前年同期比26%増）、親会社株主に帰属する四
半期純利益は51億50百万円（前年同期比19%増）となりました。
なお、当事業年度の中間配当につきましては、上記のとおり当
第2四半期連結累計期間の業績が堅調に推移し、当初の想定を
上回ったことから、前回発表予想から1円増額し、1株当たり3円
とさせていただきます。

上 期 業 績 概 要  
● 国内市場向けPOSシステムは、量販店、専門店及び飲食店向けPOSシステ
ムを中心に販売が好調であったことから、売上は増加いたしました。海外市
場向けPOSシステムは、欧州で前連結会計年度に大口物件が集中した反
動により売上が減少したものの、米州で売上が概ね堅調に推移したことや
為替の影響などにより、売上は前年同期並みで推移いたしました。

● 国内市場向け複合機は、販売台数が減少したことなどにより、売上は減少
いたしました。国内市場向けオートIDシステムは、ラベルプリンタ全体の販
売台数は前年同期並みで推移したものの、比較的安価な製品の売上構成
比が高かったため、売上は減少いたしました。

● 国内市場向けPOSシステムは堅調に推移しましたが、㈱TOSEIの事業譲渡
の影響などにより売上高は前年同期比4%減となりました。また、営業利益
は、国内市場向けPOSシステムの機種構成の改善などにより62億円（前年
同期比43%増）となりました。
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TOSHIBA TEC CORPORATION

設 立 1950年2月21日
本 店 所 在 地 東京都品川区大崎１-11-１

（ゲートシティ大崎ウエストタワー）
連 結 子 会 社 国内：9社／海外：73社
資 本 金 39,970百万円
従 業 員 数 連結：20,227名／単独：3,601名
発行済株式総数 288,145,704株
自 己 株 式 数 13,423,974株
株 主 数 9,413名

▶ 会社概況 （2017年9月30日現在） ▶役員状況 （2017年9月30日現在）
取締役及び監査役

執 行 役 員 川　村　悦　郎
松　木　幹一郎
鈴　木　道　雄
日　吉　武　司
内　山　昌　巳
金　田　　　仁
江　口　　　健
古　山　浩　之
山　田　雅　広
河　野　英　治
小　山　幸　男

＊1 東京証券取引所の定める独立社外取締役であります。
＊2 東京証券取引所の定める独立社外監査役であります。

執行役員（取締役兼務者を除く）

B‒（2）‒70020

●投資家情報（IR）
株価、株式情報、財務・
業績、IR資料等の情報を
ご紹介しています。

●社会・環境活動（CSR）
環境、社会貢献活動など
のCSR活動をご紹介して
います。また、CSR報告書
等も掲載しています。

当社WEBサイトにて株主様、投資家の皆様向けの
情報がご覧いただけます。

http://www.toshibatec.co.jp/

事 業 年 度 ４月１日から翌年３月31日まで
基 準 日 定時株主総会関係／３月31日　　期末配当関係／３月31日　　中間配当関係／９月30日
単 元 株 式 数 1,000株
株主名簿管理人 東京都千代田区丸の内一丁目４番１号　三井住友信託銀行㈱
郵 便 物 送 付 先 〒168-0063　東京都杉並区和泉二丁目８番４号　三井住友信託銀行㈱　証券代行部
　（電話照会先） 電話 0120-782-031（フリーダイヤル）

取次事務は三井住友信託銀行㈱の本店及び全国各支店で行っております。

株式事務に
ついての
ご案内

注記 （1） 記載金額は、原則として億円単位は表示単位未満を四捨五入、百万円単位は表示単位未満を切り捨てて表示しております。
 （2） 事業別売上高は、事業間の売上消去前にて表示しております。
 （3） 業績予想及び配当予想については、2017年11月8日に公表した内容を記載しております。これは、当社が公表日現在入手していた情報及び合理的であると判断した一定の前提に

基づいており、当社としてその実現を約束する趣旨のものではありません。実際の業績等はさまざまな要因により大きく異なる可能性があります。

会社概要

代表取締役社長 池　田　隆　之（社長執行役員）
取 締 役 坂　邊　政　継（専務執行役員）

丹　黒　　　浩（常務執行役員）
松　本　敏　史（常務執行役員）
谷　嶋　和　夫（常務執行役員）
井　上　幸　夫（執行役員）
山　口　直　大（執行役員）
秋　葉　慎一郎
桑　原　道　夫＊1

長　瀬　　　眞＊1

監 査 役 川　澄　晴　雄［常勤］
佐　藤　吉　成［常勤］
大　内　猛　彦＊2

田　渕　秀　夫＊2
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ガバナンス

　東芝テックは、株主総会が株主様との直接のコミュニケーション
の場として重要であると認識しています。
　原則として、株主総会は集中日以外の日に開催し、株主総会招集通
知を開催日の3週間以上前に発送するとともに、発送前日までに当社
ホームページおよび東京証券取引所ホームページなどに招集通知を
掲載し公表しています。さらに、議決権のインターネット投票および
東証プラットフォームを採用するなど、株主様が適切かつ円滑に議決
権を行使できる環境の整備に努めています。また、株主総会招集通知
（添付書類を除く）の簡易英訳版を東京証券取引所ホームページおよ
び東証プラットフォームに掲載し、海外機関投資家が適切かつ円滑に
議決権を行使できるよう配慮しています。

■コンプライアンス教育

コンプライアンス風土の醸成

　全役員・従業員を対象としたeラーニングをはじめ、特定従業員向
けに「事業部門向け法務教育」「インサイダー取引防止教育」「海外
赴任者向け教育」などの集合教育を実施しています。

■「東芝テックグループ行動基準」の周知徹底
　東芝テックグループでは「東芝テックグループ行動基準」を13
言語で作成するとともに、国内外のグループ全従業員を対象に、
eラーニング教育の実施や冊子の配布を行い、周知・徹底を行っ
ています。

 従業員一人ひとりの高い倫理観と遵法意識の醸成を図るため、さ
まざまなテーマのコンプライアンス教育やCSR職場ミーティングな
どを実施しています。

・お客様満足向上｠・ハラスメント｠・環境｠・行動基準｠
・情報セキュリティと個人情報保護｠・電安法｠
・会計コンプライアンス｠・輸出管理｠・インサイダー取引防止｠ 
・メンタルヘルス｠・下請法｠・技術倫理と著作権　など

●事業部門向け法務教育

●インサイダー取引防止教育

当社事業活動における法務的リスクの認識およびその低減方
法、日頃の業務における諸問題を中心に、毎年実施しています。
2017年度は、全国各事業所12拠点で計39回開催しました。
○ 対象者： 各事業部門の従業員　
○ 時   間： 90分間（質疑応答含む）

全役員/従業員対象 eラーニング

インサイダー取引規制の理解を深めるため、事例を中心に
外部講師を招いて実施しました。
○ 対象者： インサイダー情報を継続的に知得する業務に従事
 する従業員　
○ 時　間： 75分間（質疑応答含む）

　職場での話し合いを通じて風通しの良い職場づくりをめざすととも
に、従業員一人ひとりのコンプライアンス意識の醸成を図り、企業風土
として定着させていくために、各職場で「CSR職場ミーティング」を実施
しています。
　このミーティングでは、職場で起こり得るさまざまな問題について管
理職と管下の従業員が話し合い、ともに考え、お互いの思いを共有して
いくことを通じて、何でも気軽に相談できる職場環境をつくり、コンプ
ライアンス違反を予防することを狙いとしています。
　2017年度は「職場におけるコミュニケーション」をテーマに、職場に
おけるコミュニケーション不足による行き違い、誤解から生じる問題を
想定し、職場内のコミュニケーションを活性化するにはどのような雰囲
気づくりが必要かということについて、各職場で意見交換を行いました。

Topics

特定従業員対象 集合教育 株主・投資家とのかかわり
株主・投資家の皆様の利益に資するよう、情報開示体制の充実を図り、積極的な情報開示を行っていきます。


